
 『新潟港海岸（西海岸地区）突堤(第1・第2・第3・第4・第5)』について、
冬季は波が高く大変危険となるため、１２月１日(木)から令和５年４月末(予定)
まで閉鎖し、突堤への立ち入りを禁止しますのでお知らせします。

○閉鎖施設　新潟港海岸（西海岸地区）突堤（第１・第２・第３・第４・第５）
　　（新潟市中央区西船見町地先）

※閉鎖日は気象状況により前後することがあります。

先任建設管理官

　TEL　025-222-6111

　FAX　025-227-1344
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国土交通省 北陸地方整備局

新潟港湾・空港整備事務所

 北陸地方整備局

　新潟港湾・空港整備事務所
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令和４年１１月２４日

新潟港海岸（西海岸地区）『突堤』を閉鎖します
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